
 

 

岐阜県家畜伝染病防疫対策本部 第２１回本部員会議 

 
 
 

                   日 時：平成３１年１月３０日（水） 

                             ９時３０分～ 
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Ⅰ 防疫措置の対応について 

 

Ⅱ 今後の対応について 
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Ⅰ 防疫措置の対応について 
 
１ 発生農場（各務原市）及びと畜場における防疫措置の状況 

 （発生農場） 

  ・１月２９日９時から殺処分を開始し、同日２３時２１分に殺処分を完了 

  ・畜舎、堆肥舎等の清掃・消毒作業を実施中 

  ・豚の死体、汚染物品等の埋却作業実施中 

 （と畜場） 

  ・１月２９日１７時４５分から殺処分を開始し、３０日２時４５分に殺処分

を完了 

  ・豚の死体の搬出及び埋却完了 

  ・清掃及び消毒完了 

 ＜自衛隊の撤収要請＞ 

  ・３０日９：００に陸上自衛隊第１０師団長に対し、撤収を要請 

 

 

２ 疫学関連農場（本巣市）における防疫措置 

農場：非公表 

（１）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 飼養状況 繁殖豚 －頭  子豚８６７頭  合計８６７頭 

 

発生農場 
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＜敷地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでの経緯 

 １２月２８日（金）～１月１０日（木） 

             清浄性検査（３回 計９０頭）を実施 

             （週１回、３０頭 / 回） 

              臨床検査、抗体検査、遺伝子検査、血液検査 

              すべて異常なし 

  １月１７日（木）   発生農場（各務原市）から８０頭の子豚を導入 

  １月２９日（火） 

      １５：３０  中央家畜保健衛生所が農場へ立入検査を実施 

             ８９頭について採血（導入豚８０頭、同居豚９頭） 

      ２２：００  ＰＣＲ検査開始 

  １月３０日（水） 

       ２：００  ＰＣＲ検査結果  陽性 

       ３：３０  国との協議を経て、疑似患畜と決定 
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３ 防疫措置について 

（１）スケジュール 
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消毒ポイント 移動制限区域（３ｋｍ） 

 

 

消毒ポイント 搬出制限区域（１０ｋｍ） 
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防疫措置完了後２８日 

防疫措置完了後１７日 
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（２）防疫体制 

【発生農場（各務原市）】 

 獣医 県職員 自衛隊 市町村職員 民間業者 合計 

殺処分、農場消毒 34 157 154 0 0 345 

埋却作業 12 378 77 0 192 659 

消毒ポイント 0 54 0 27 504 585 

集合場所等 0 240 57 0 0 297 

合計 46 829 288 27 696 1,886 

 

 

【疫学関連農場（本巣市）】 

 獣医 県職員 民間業者 合計 

殺処分、農場消毒 9 78 0 87 

埋却作業 6 349 180 535 

集合場所等 0 150 0 150 

合計 15 577 180 772 
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Ⅱ 今後の対応について 

１ 搬出制限区域内の農場の制限について 

  ・区域内の農場の豚、飼料、排泄物等の搬出の制限 

    搬出制限区域：発生農場（各務原市）関連２農場（Ａ農場、Ｂ農場） 

 

 

２ 発生農場と交差の恐れがある農場（８農場）への対応 

  ・家畜伝染病予防法第３２条に基づき、病原体を広げるおそれがある物品の 

   移出の禁止 

  ・立入検査の実施 

  ・１日２回の報告徴求 

  ・発生農場と交差の恐れがある農場は、国と協議を行ったうえ、出荷を再開 

  ・農場の衛生監視プログラムは、別途、国に協議 

    発生農場（各務原市）関連：４農場（山県市(1)、本巣市(1)、恵那市(2)） 

    疫学関連農場（本巣市）関連：６農場 

（岐阜市(1)、山県市(2)、恵那(1)、中津川市(1)、揖斐川町(1)） 

          （発生農場（各務原市）との重複あり） 

 

３ と畜場における対応について 

（１）搬入された豚が疑似患畜と判定されたと畜場（岐阜市内） 

  ・防疫措置完了後、国と協議のうえ、搬入・出荷を再開 

 


